
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼をキャンセルした場合のキャンセル料について 

・前日までのキャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料  

・当日キャンセル（提供会員の活動前まで）・・・依頼時間にかかる利用者負担金の半額 

(提供会員が活動に動いていたら)・・・・依頼時間にかかる利用者負担金の全額 

・無断キャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・依頼時間にかかる利用者負担金の全額 

送迎します 

●保育施設、学校、放課後児童クラブ開始前や終了後の預かり 

●保育施設や学校休業時の預かり 

●保護者の病気やリフレッシュ、急用等の時の預かり 

●兄弟姉妹の学校行事の時の預かり      

●その他、必要に応じて一時的な子どもの預かり 

 

 

利用料金の一部を 

町が助成しています。 

※食事（ミルク）・おやつ・オムツ等は依頼会員が準備します。 

※こどもの宿泊、病児・病後児預かりは行っていません。 

※場合によっては依頼をお断りすることもあります。 

 

３００円 

世羅町ファミリー・サポート・センターへの入会・登録が必要です。 

内容説明や登録手続きをします。 

※入会をご希望の方は、お待たせしないためにも予めご連絡のうえご来所下さい。 

（入会金は無料です） 

・生後６カ月～小学校６

年生の子どもの保護者 

・世羅町在住の人 

 

・子育て援助活動に理解と

熱意のある人 

・世羅町在住の人 

●保育施設、小学校等から自宅への送迎 

 

●保育施設、学校や放課後児童クラブと自宅間の送迎 

 

・依頼会員と提供会員

を兼ねる人  

援助活動のお願い 

４００円 

預かり場所 

●提供会員の自宅 

●甲山自治センター（和室）

●大田自治センター 

●小国自治センター 

※預かり場所は、会員同士

の話し合いによって決め

ます。 

利用の申し込み 

① 利用されたい場合は、あらかじめ社協へ利用の申し込みをします。 

（原則利用日の５日前までにお知らせください。やむをえない場合はご相談ください。） 

② アドバイザーは、依頼内容によって提供会員に連絡し、調整します。 

③ アドバイザーは、依頼会員と提供会員の事前打ち合わせを行い、時間、場所やお手伝い

の内容の確認をし、会員同士がお互いに理解し納得したうえで活動の決定をします。 

④ 提供会員が預かりや送迎を行います。 

⑤ 活動終了後に依頼会員は活動報告書に確認印を押し、利用料を提供会員に支払います。 

 

料金について（１時間当たり） 

７００円 

   

利用するには、事前に会員登録が必要です 

＋  

申込 

事前打ち合わせ 

ファミリー・サポート・センターとは 利用のしくみ 

ｒ 

こんなサポートをします 

お預かりします 

その他、特別な事情の場合は、世羅町ファミリー・サポート・センターへご相談ください。 

（年末年始はご利用できません） 

子育てを応援してもらいたい方（依頼会員）と、子育てを応援できる方（提供会員）

が会員となって、子育てを地域で助け合う活動を進める会員組織です。 

 

依頼会員 提供会員 

（利用者負担金） 

両方会員 
提供会員 依頼会員 

（原則として、１回あたりの利用時間は４時間以内） 

（助成金） 

（利用時間は７時３０分～２０時） 

② 」

② 

①  

③ 

 ④  

（利用料金） 

⑤  

３５０円 

利用料の支払い 

４５０円 

預かり・送迎 

事前打ち合わせ 

 

（助成金） 

８００円 

アドバイザー（社協） 

〇月〇日に仕事が 

あるので預かって 

ほしいのですが。 

 

A さん〇月〇日にお子さんを預かって

いただけませんか？ 

 

＋  

はい。どなた

か連絡してみ

ましょう。 

はい。いいですよ！ 

＝

活

動

費 

月曜日～金曜日 

土曜日・日曜日 

祝日 
 

（利用者負担金） （利用料金） 

Aさん 

 

 

Bさん 

＝

活

動
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Ｑ１ 子どもを預けるのが少し心配です。提供会員はどんな方ですか？ 

Ａ１ 提供会員は子ども好きな方で、子育て援助をしたいと考えている人です。活動前に事

前打ち合わせを行い、お子さんの事を十分に理解してから活動していただきます。 

Ａ２ まずは、保育所等の公的機関へ預かりの相談をしていただきます。どうしても難しい

場合は、提供会員の協力のもとファミサポで応じることができます。 

Ａ３ 預かった子どもの安全を考えて、誰もいない家への送迎は行っていません。大人から

大人へ子どもを安全に引き渡すようにしています。 

Ｑ３ 送迎のとき、誰もいない家に送り届けてもらえますか？ 

Ａ４ 施設での預かりができる提供会員に依頼し事前打ち合わせを行います。会員同士の話し

合いの合意のもと可能となります。 

 ただ今 

 会員募集中です 

補償保険制度あり 
活動中の万一の事故に備え、す

べての会員は会員登録時に補償

保険に加入しています。 

（会員の方に保険料負担はあり

ません。） 

 

社会福祉法人世羅町社会福祉協議会 

〒722-1121 広島県世羅郡世羅町西上原４２６－３ 

ＴＥＬ：０９０－２４９４－８１３３ 

ＦＡＸ：（０８４７）２２－０７５２ 

Ｅ-mail：serara@mail.mcat.ne.jp 

【受付時間】月～金曜日 ８：３０～１７：３０  (土・日・祝日・年末年始は除く) 

 

ファミサポ援助活動 Ｑ＆Ａ 
 

 

Ｑ４ 施設での預かりを希望したいのですが、可能ですか？ 

お問合せ・申し込み先は 

 

Ｑ２ 預かりの利用時間は原則４時間となっていますが、仕事の都合でもう少し長く預か

ってほしい場合があります。依頼できますか？ 

 

地域の中で子育てのお手伝いをしてほしい人とお手伝いができる人を繋ぎます。 

せらっ子の子育て応援します 

世羅町 

ファミリー・サポート・センター 

 

令和７年４月改訂 

（世羅町社会福祉協議会） 
 


